「福岡農林事務所オフィス整備事業」業務委託　企画提案公募要領

この公募要領は、「福岡農林事務所オフィス整備事業」に係る企画提案公募に参加しようとする者（以下「提案者」という。）が留意すべき事項を定めたものであり、提案者は、以下の事項を踏まえ、企画提案書類（以下、「提案書等」という。）を提出するものとする。

１　委託事業概要
（１）業務名
福岡農林事務所オフィス整備事業
（２）業務の目的
　　　令和８年度末に福岡農林事務所が移転するにあたり、移転先でのオフィス改革を通じて、職員一人ひとりが最大限の能力を発揮できる、より働きやすい職場環境を整備することで、職員のエンゲージメント及びモチベーションアップと生産性の向上を図ることを目的とする。
具体的には、以下の効果を目指す。
・コミュニケーションの活性化と意思決定の迅速化
オープンで柔軟なオフィス環境を構築し、職員間の活発なコミュニケーションを促進する
ことで、組織全体の連携を強化し、迅速な意思決定を可能とする。
・業務遂行能力の向上
多様な意見や知識が共有されやすい環境を整備することで、職員の創造性と発想力を刺激
し、より質の高い業務遂行能力の向上を図る。
・ペーパーレス化の促進と情報セキュリティの確保
紙の使用量削減と効率的な情報共有を実現、また情報漏洩リスクの低減と情報資産の安全性を確保するため、ペーパーレス化を推進し、適切な文書管理体制を構築する。
（３）業務内容
別紙「公募仕様書」のとおり
（４）履行期間
契約締結の日から令和９年３月３１日まで
（５）事業に係る予算上限額
５２，９７５，０００円（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む）
※上記金額は、企画提案のために提示する金額であり、契約金額ではない。
※上記金額には、人件費、設計費、什器等の購入費、設置に要する費用等、本業務に関する一切の費用を含む。

２　参加資格要件
次の（１）から（７）までの要件が備わっている必要がある。
（１）委託業務に関する専門的な技術・人材を有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること。
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規定に該当しない者であること。
（３）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成１４年２月２２日１３管達第６６号総務部長依命通達)に基づく指名停止を受けていない者であること。
（４）福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱（昭和５４年９月２２日５４管第５２８号総務部長依命通達）に基づく指名停止の処分を受けていない者であること。
（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て又は会社法(平成１７年法律第８６号)に基づく精算手続開始の申立てを行っている者でないこと。
（６）県税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
（７）福岡県暴力団排除条例(平成２１年福岡県条例第５９号)に定める暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

３　選定スケジュール
（１）実施要領の公開　　　　　　　令和８年６月２４日（水）
（２）質問受付・既存物品確認期間　令和８年６月２５日（木）から
令和８年７月　３日（金）１７時まで
（３）質問に対する回答　　　　　　随時
（４）提案書等の受付期間　　　　　令和８年７月１３日（月）から
令和８年７月１７日（金）まで
（５）選定委員会　　　　　　　　　令和８年７月２３日（木）予定
　　　※提案者によるプレゼンテーションは行わない。提案書等の作成にあたっては明確で分かりやすく記載すること。提案書等の内容で不明点があれば提案者に確認する場合がある。
（６）選定結果の通知　　　　　　　令和８年７月２７日（月）

４　質問について
本公募要領や仕様書に関する質問がある場合は、「質問書」（様式１号）に必要事項を記入のうえ、下記により提出すること。
（１）質問受付期間
令和８年７月３日(金)　１７時まで
（２）提出方法
メール（アドレス：fukuoka-af@pref.fukuoka.lg.jp）により、「質問書」（様式１号）を送信した後、受信確認のための電話をすること（TEL：092-735-6121）。
（３）回答方法
質問に対する回答は、福岡県ホームページに掲載する。ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体の提案内容に密接に関わる場合は、質問者に対して個別に回答する。

５　レイアウトに活用できる既存物品確認について
（１）確認内容
　　新オフィスレイアウトに活用（現事務所から移設して使用）できる既存什器備品の確認
　　※移設は福岡農林事務所側で行う。
（２）確認期間
令和８年７月３日（金)まで　
※既存物品確認は事前予約制とする。
（３）予約方法
メール（アドレス：fukuoka-af@pref.fukuoka.lg.jp）により、「既存物品確認申請書」（様式２号）を送信した後、受信確認のための電話をすること（TEL：092-735-6121）。
　　※既存物品確認の人数は１者あたり２名までとします。
（４）確認場所
　　福岡市中央区赤坂１丁目８番８号
　　福岡西総合庁舎内　福岡農林事務所
（５）確認方法
　　福岡農林事務所職員が、事務所内各課の新オフィスレイアウトに活用できる什器備品を案内する。なお、対象什器備品の状態確認や寸法計測はできるが、写真撮影はできない。
（６）留意点
　　①予約のない既存物品確認及び当日予約は認めない。
　　②新オフィスの現地確認は実施しない。

６　新オフィスレイアウト用図面の提供
新オフィスレイアウト作成用の図面（ＰＤＦ及びＣＡＤ）を提供するので、メール（アドレス：fukuoka-af@pref.fukuoka.lg.jp）により「新オフィスレイアウト用図面申請書」（様式３号）を送信した後、受信確認のための電話をすること（TEL：092-735-6121）。
新オフィスレイアウト用図面は、申請書に記載された担当者のメールアドレス宛に送信する。

７ 提出書類について
（１）提出書類および提出方法
下記（２）に定める期限までに以下の「提出にあたっての留意事項」を確認したうえで、「提出書類一式」に記載の書類（正１部、副６部（複写可）の計７部）を電子データと併せて福岡農林事務所総務課に提出（持参）すること。
（提出にあたっての留意事項）
・電子データの提出にあたっては、ウイルス対策を講じたうえで、PDF形式でCD-R又はDVD-Rで提出すること。
・「提出種類一式」に記載している順番で書類及びデータを並べて提出すること。
・必要に応じて紙媒体に出力することがあるため、A4またはA3サイズ（片面）で出力できるように作成、設定しておくこと。
なお、図表の都合上、一部用紙サイズを変更しても差し支えないが、その場合はその旨を提出するデータに記載しておくこと。
＜提出書類一式＞
　　〇企画提案公募参加申請書（様式４号）
　　〇提出書（様式５号）
　　〇企画提案書：任意様式で以下を作成して提出
　　・提案内容説明書（①提案レイアウトのコンセプトやポイント、②受託後の事業実施体制や福岡農林事務所との調整に臨機応変に対応できる体制、③オフィスデザイン事業に関する能力や実績、④オフィス整備事業を進めるにあたってのアドバイス等について、専門的知識を有しない者でも理解できるような分かりやすい表現、内容で記載すること。）
・オフィスレイアウト図面（ＰＤＦ、Ａ４またはＡ３サイズ）
・新規調達物品一覧表及び活用する既存物品一覧表
　　〇本事業に要する費用の見積り（任意様式）
　　〇会社概要（様式６号）：会社パンフレット等を補足資料として提出することも可
　　〇グループ構成表（様式７号）※該当する場合のみ
（２）提出期限
　　令和８年７月１７日（金）まで　
（３）提出先
　　福岡農林事務所総務課庶務係
　　　福岡市中央区赤坂１丁目８番８号　福岡県福岡西総合庁舎６階
（４）留意事項
・紙媒体のみの提出は受け付けない。
・提出された提案書等は当該業務の委託先の選定のみに使用し、委託先の決定後も福岡農林事
務所で適切に管理する。
・応募は１者につき、１件とする。
・グループで応募する場合は、代表団体を定めること。ただし、グループで参加する場合の各構成員は、本募集への単独参加又は他のグループでの参加を行っていないこと。
・提案書等の作成に要した費用等は提案者の負担とする。
・提出された提案書等は返却しない。
・以下に該当する者は失格とし、応募を無効とする。
（ア）提案参加者が「２参加資格要件」の要件を満たさないとき
（イ）提案書等が「公募仕様書」や各種様式に記載された内容に適合していない場合
（ウ）提出書類に虚偽又は不正があったとき
（エ）提案書等の提出期限までに所定の書類が整わなかったとき
（オ）その他、法令違反又は不正行為が発覚したとき

８　提案の辞退
「企画提案公募参加申請書」（様式４号）の提出後に参加を辞退する場合は、令和８年７月２１日（火）までに「参加辞退書」（様式８号）を、福岡農林事務所総務課までメール（アドレス：fukuoka-af@pref.fukuoka.lg.jp）で提出すること。

９　選定委員会
（１）プレゼンテーション
　　提案者によるプレゼンテーションは行わない。
（２）委員会期日
　　令和８年７月２３日（木）予定
（３）提案の評価及び選定
選定委員会において、福岡農林事務所オフィス整備事業業務受託事業者選定要領のとおり審査する。
なお、提案事業者が１者のみであった場合も、同要領に沿って委託契約候補者を選定する。
（４）結果の連絡
令和８年７月２７日（月）までに県ホームページに委託契約候補者名を公表する。なお、電話等による問い合わせには応じない。

１０　留意事項
（１）本提案の評価は、提案者の企画力等を評価するために行うものであり、提案書等に記載された業務内容のすべてを了承するものではない。
（２）本業務委託に係る成果物は、すべて福岡県に帰属するものとする。	

１１　委託契約の締結
（１）選定委員会により選出された受託候補事業者と福岡県で、契約内容及び業務仕様書の内容を協議し、業務仕様書に基づく見積書の提出を受け、委託契約を締結する。
なお、委託契約締結に係る費用は受託者の負担とする。
（２）契約締結の際は、福岡県財務規則169条に基づき、契約額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付し、又は提供すること。
ただし、次に該当する場合は契約保証金が減免される場合がある。
・県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上の保険金額とし、契約締結の日から契約期間の末日までを保険期間とするもの）を締結し、その証書を提出する場合
・過去２年間に本県若しくは本県以外の地方公共団体、国（独立行政法人等を含む。）と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上締結し、これをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合
（３）委託料は、事業の実施に必要な全ての経費（人件費、設計費、什器等の購入費、設置に要する費用等）を含むものとし、業務完了後の一括払いとする。
　　　受託者による会合や飲食費、委託業務とは直接関係ない経費や備品購入など財産取得となる経費は対象外とする。
（４）提案者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

１２ 問い合わせ先
福岡県福岡農林事務所総務課庶務係
担 当： 有働
住 所：〒８１０－００４２ 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目８番８号
電 話：０９２－７３５―６１２１
メール：fukuoka-af@pref.fukuoka.lg.jp
